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 令和６年度修正 佐用町地域防災計画資料編 新旧対照表 
項 修正前 修正後 主な理由等 

第 1編 

第 1章 

  第 1 

（P3-P4） 

（修正箇所のみ） 

■条例第 3条第 5項⑦号委員 ～ 指定公共機関又は

指定地方公共機関の職員（2） 

 
（中略） 

■条例第 3条第 5項⑨号委員 ～ 町長が特に必要と

認める者（3） 

 

（修正箇所のみ） 

■条例第 3 条第 5項⑦号委員 ～ 指定公共機関又は

指定地方公共機関の職員（2） 

（中略） 

■条例第 3 条第 5項⑨号委員 ～ 町長が特に必要と

認める者（3） 

 

・組織名変更のため 

・新委員就任のため 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P21、P23、 

P27、P29、

P30、P32、

P33、P35） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土砂災害特別警戒区域一覧表 

（マ 16 別表 8）   （令和 4年 11 月 30 日現在） 

（修正箇所のみ） 

 

３ 土砂災害特別警戒区域一覧表 

（マ 16 別表 8）   （令和 6年 8月 30 日現在） 

（修正箇所のみ） 

県計画資料修正のため 

（該当箇所削除につい

ては、計画改訂後、項

番を繰り上げる） 

役  職 機関の名称 職  名 備   考 

 

委  員 関西電力送配電株式会社兵庫支社 

姫路電力本部

相生配電営業

所長 

 

 

役  職 機関の名称 職  名 備   考 

委  員 佐用町 副町長 会長職務代理 

委  員 国土交通省鳥取河川国道事務所 所 長  

委  員 陸上自衛隊第 3特科隊 第 2中隊長  

 

役  職 機関の名称 職  名 備   考 

委  員 関西電力送配電株式会社姫路本部 
姫路電力配電

営業所長 
 

 

役  職 機関の名称 職  名 備   考 

 委  員 佐用町 副町長 会長職務代理 

委  員 国土交通省鳥取河川国道事務所 所 長  

委  員 陸上自衛隊中部方面特科連隊第１大隊 第 2 中隊長  

委  員 佐用高等学校 家政科長  

 

Ｎｏ 名   称 箇所番号 指定の地域 
土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 

 84 甲大木谷（1）Ⅰ 139010095 佐用郡佐用町大木谷 急傾斜地の崩壊 

85 甲大木谷（2）Ⅰ 139010096 佐用郡佐用町大木谷 急傾斜地の崩壊 

 246 下秋里（3）Ⅱ 139020136 佐用郡佐用町下秋里 急傾斜地の崩壊 

 249 仁安（2）Ⅱ 139020139 佐用郡佐用町下秋里 急傾斜地の崩壊 

 346 横畑Ⅰ 139030067 佐用郡佐用町西徳久 急傾斜地の崩壊 

 365 林崎（2）Ⅰ 139030094 佐用郡佐用町林崎 急傾斜地の崩壊 

 460 王子（3）Ⅰ 139010167 佐用郡佐用町豊福 急傾斜地の崩壊 

 488 森谷Ⅰ 239010086 佐用郡佐用町奥金近 土石流 

 552 青木Ⅰ 239030018 佐用郡佐用町西下野 土石流 

 

Ｎｏ 名   称 箇所番号 指定の地域 
土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 

 84 甲大木谷（1） 139010095 佐用郡佐用町大木谷 急傾斜地の崩壊 

85 甲大木谷（2） 139010096 佐用郡佐用町大木谷 急傾斜地の崩壊 

      

 249 仁安（2）Ⅱ 139020139 佐用郡佐用町上秋里 急傾斜地の崩壊 

      

      

 460 平谷（3）Ⅰ 139010167 佐用郡佐用町豊福 急傾斜地の崩壊 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P36、P37、 

P40、P43、、

P54） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 土砂災害警戒区域一覧表 

 （マ 16別表 8）  （令和 4年 11 月 30 日現在） 

（修正箇所のみ） 

 

４ 土砂災害警戒区域一覧表 

 （マ 16別表 8）  （令和 6年 8月 30 日現在） 

（修正箇所のみ） 

 

県計画資料修正のため 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P61-P66） 

５ 山地災害危険地区箇所一覧表 

 （山腹崩壊危険地区）                    

 （マ 16 別表 9）   （令和 3年 4月 1日現在） 

 

（全て） 

５ 山地災害危険地区箇所一覧表 

 （山腹崩壊危険地区）                    

 （マ 16 別表 9）  （令和 6年 8月 30 日現在） 

 

一覧表修正（別添「佐用町地域防災計画（資料

編）」P61-P66 掲載） 

 

 

・県計画資料修正のた

め 

・「佐用町地域防災計

画（資料編）」の前回

改定時、表項目「危険

地区面積(ha)」欄につ

いて「調査地面積」を

記載。今回、項目どお

りに改めたため 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P67-P78） 

（崩壊土砂流出危険地区） 

（令和 3年 4月 1日現在） 

 

（全て） 

（崩壊土砂流出危険地区） 

（令和 6年 8 月 30 日現在） 

 

一覧表修正（別添「佐用町地域防災計画（資料

編）」P67-P78 掲載） 

 

・県計画資料修正のた

め 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P79） 

 （地すべり危険地区） 

（令和 3年 4月 1日現在） 

 

 （地すべり危険地区） 

（令和 6年 8 月 30 日現在） 

 

時点修正のため 

（内容変更なし） 

Ｎｏ 名   称 箇所番号 指定の地域 
土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 

 69 中山Ⅰ 139010069 佐用郡佐用町中山 急傾斜地の崩壊 

 167 王子（3）Ⅰ 139010167 佐用郡佐用町豊福 急傾斜地の崩壊 

 191 上田和（1) Ⅱ 139020024 佐用郡佐用町福中 急傾斜地の崩壊 

192 上田和（2）Ⅱ 139020025 佐用郡佐用町福中 急傾斜地の崩壊 

193 上田和（3）Ⅱ 139020026 佐用郡佐用町福中 急傾斜地の崩壊 

 306 仁安（2）Ⅱ 139020139 佐用郡佐用町下秋里 急傾斜地の崩壊 

 701 小松谷池Ⅱ 239010152 佐用郡佐用町口長谷 土石流 

702 庵の奥②Ⅱ 239010153 佐用郡佐用町口長谷 土石流 

703 鵙谷Ⅱ 239010154 佐用郡佐用町口長谷 土石流 

704 荒神谷Ⅱ 239010155 佐用郡佐用町口長谷 土石流 

 

Ｎｏ 名   称 箇所番号 指定の地域 
土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 

 
167 平谷（3）Ⅰ 139010167 佐用郡佐用町豊福 急傾斜地の崩壊 

 191 上田和（1) 139020024 佐用郡佐用町福中 急傾斜地の崩壊 

192 上田和（2） 139020025 佐用郡佐用町福中 急傾斜地の崩壊 

193 上田和（3） 139020026 佐用郡佐用町福中 急傾斜地の崩壊 

 306 仁安（2）Ⅱ 139020139 佐用郡佐用町上秋里 急傾斜地の崩壊 

 701 小松谷池Ⅱ 239010152 佐用郡佐用町口金近 土石流 

702 庵の奥②Ⅱ 239010153 佐用郡佐用町口金近 土石流 

703 鵙谷Ⅱ 239010154 佐用郡佐用町口金近 土石流 

704 荒神谷Ⅱ 239010155 佐用郡佐用町口金近 土石流 

 

69 中山Ⅰ 139010069 佐用郡佐用町東中山 急傾斜地の崩壊 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P80） 

６ 土砂災害危険箇所一覧表 

 

（全て） 

（削除） 別添の「佐用町地域防

災計画（風水害編）」

改定のポイント「②土

砂災害に関する取り扱

いについて」参照 

 

第 1 編 

第 1 章 

  第 2 

（P80） 

 

 

７ 法指定区域一覧表 

 （マ 16別表 11） 

 （地すべり防止区域指定箇所）国土交通省所管 

令和 3年 9月 3日現在 

 

６ 法指定区域一覧表 

 （マ 16別表 11） 

 （地すべり防止区域指定箇所）国土交通省所管 

令和 6年 2 月 1日現在 

・前項削除による項番

繰り上げのため 

・時点修正のため 

（内容変更なし） 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P80-P81） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（急傾斜地崩壊危険区域指定箇所） 

令和 3年 9月 3日現在 

（一覧表） 

※追加・修正分のみ右記（「修正後」）に掲載 

（急傾斜地崩壊危険区域指定箇所） 

令和 6 年 2月 1日現在 

（追加・修正分のみ） 

 

県計画資料修正のため 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P82） 

 

 

 

 

 

８ 警戒危険宅地一覧表 

 （マ 16 別表 12）    平成 31 年 3月 31 日現在 

 

７ 警戒危険宅地一覧表 

 （マ 16 別表 12）     令和 6年 6月 1日現在 

 

・前項削除による項番

繰り上げのため 

・対象箇所変更のため 

関係 

事務所 
区域名 

所   在   地 面積 

(ha) 

指定年月日 

※()書きは改正前 

告示番号 

※()書きは改正前郡市名 区町名 大字名 

光都 

大願寺(2) 佐用郡 佐用町 佐用 0.62 令４年９月 26 日 県告第 1132 号 

奥金近 佐用郡 佐用町 奥金近 0.57 令５年 10月 20 日 県告第 1072 号 

奥金近(2) 佐用郡 佐用町 奥金近 0.48 令５年 10月 20 日 県告第 1072 号 

小計 34 か所       34.42     

 

No 所在地 所有者 予想される被害の内容 危険度 

1 佐用町淀 678   法面崩壊による家屋損害 B 

2 佐用町林崎 55   山腹落石による家屋損害 C 

 

No 所在地 所有者 予想される被害の内容 危険度 

1 佐用町林崎 55   山腹落石による家屋損害 C 

2 佐用町佐用3280-54他  造成法面崩壊 C 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 1編 

第 1章 

  第 2 

（P82） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 危険物施設数等一覧表  令和 4年 3月 31 日

現在 

（修正箇所のみ） 

■ 高圧ガス設置事業所数 

■ ＬＰＧ設置事業所数（600ｋｇ超） 

※設備工事届出は、500ｋｇ超であるが実質設備が

600ｋｇとなるので 600ｋｇ超としている。 

 
■ 地下タンク貯蔵所数 

 
■ 移動タンク貯蔵所数 

 
■ 給油取扱所数 

 
■ 一般取扱所数 

 

８ 危険物施設数等一覧表  令和 6 年 12 月 1日

現在 

（修正箇所のみ） 

■ 高圧ガス設置事業所数 

 
■ ＬＰＧ設置事業所数（600ｋｇ超） 

※設備工事届出は、500ｋｇ超であるが実質設備が

600ｋｇとなるので 600ｋｇ超としている。 

 
■ 地下タンク貯蔵所数 

 
■ 移動タンク貯蔵所数 

 
■ 給油取扱所数 

 
■ 一般取扱所数 

 

・前項削除による項番

繰り上げのため 

・該当箇所変更のため 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

事業所数 4 6 1 1 12 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

事業所数 19 10 17 7 53 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 9 6 3 2 20 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 9 1 0 2 12 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 8 4 1 3 16 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 5 1 1 2 9 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

事業所数 4 6 1 2 13 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

事業所数 22 10 21 6 59 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 8 4 2 2 16 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 6 1 0 2 9 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 8 4 0 3 15 

 

地 区 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

設置許可施設数 4 1 0 2 7 

 



5 
 

項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 1章 

  第 1 

（P83） 

第１ 迅速な災害応急活動体制の確立 

（修正箇所のみ） 

 
 

 

  

第１ 迅速な災害応急活動体制の確立 

（修正箇所のみ） 

 

  
 

実状にあわせた修正の

ため 

第 2編 

第 2章 

  第 1 

（P87） 

４ 災害警戒本部会議及び災害対策本部会議構成員 

 （マ 2-別紙 1） 

 

（全て） 

 

４ 災害警戒本部会議及び災害対策本部会議構成員 

 （マ 2-別紙 1） 

 

一覧表更新（別添「佐用町地域防災計画（資料

編）」P87 掲載） 

 

構成員名削除のため 

第 2編 

第 2章 

  第 1 

（P101） 

事務分掌 

（修正箇所のみ） 

15 健康対策に関すること 

・巡回健康相談、訪問指導、巡回栄養相談、職員

の健康管理 など 

 

事務分掌 

（修正箇所のみ） 

15 健康対策に関すること 

・巡回健康相談、訪問指導、巡回栄養相談、巡回

歯科健康相談、職員の健康管理 など 

 

町担当部局情報による

修正のため 

第 2編 

第 2章 

  第 1 

（P117） 

応急業務 

（修正箇所のみ） 

・心のケア相談 

・巡回栄養相談 

・災害弔慰金等支給 

・心のケア相談 

・巡回栄養相談 

 

応急業務 

（修正箇所のみ） 

・心のケア相談 

・巡回栄養相談 

・災害弔慰金等支給 

・巡回歯科健康相談 

 

・業務名の重複修正 

・業務の追加 

佐用町
災害対策本部

町各対策部

町各地域対策部

智頭急行

佐用町
災害対策本部

町各対策部

町各地域対策班

智頭急行

各通信会社
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 2 

（P148） 

■特別警報・警報・注意報 

（修正箇所のみ） 

 
 

 

■特別警報・警報・注意報 

（修正箇所のみ） 

 

・特別警報名および概

要追加のため 

・神戸地方気象台情報

による修正のため 

■特別警報・警報・注意報 

特別警報・警報・注意報の種類 概要 

特別警報 大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表する。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂

災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項を明記する。災害がすでに

発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる必要

があることを示す警戒レベル５に相当。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表する。 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいときに発表する。「暴風による重大な災害」に加

えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。 

警報 大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸

水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべ

き事項を明記する。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等の避難が

必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表する。対象とな

る重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊によ

る重大な災害があげられる。高齢者等の避難が必要とされる警戒

レベル３に相当。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表する。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を

伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについて

も警戒を呼びかける。 

 

■特別警報・警報・注意報 

特別警報・警報・注意報の種類 概要 

特別警報 大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表する。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂

災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項を明記する。災害が発生又

は切迫している状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身

の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表する。 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいときに発表する。「暴風による重大な災害」に加

えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表する。 

警報 大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸

水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべ

き事項を明記する。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表する。対象とな

る重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊によ

る重大な災害があげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表する。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表する。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を

伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについて

も警戒を呼びかける。 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 2 

（P149） 

表下欄外 

 

注）１ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報

及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含めて

行う。  

２ 地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含め

て「大雨特別警報（土砂災害）」として発表する。 

 

表下欄外 

 

※ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意報事項

を気象注意報に、土砂崩れ警報はその警報事項を

気象警報に、土砂崩れ特別警報はその警報事項を

気象特別警報に、浸水警報はその警報事項を気象

警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行う。 

  土砂崩れ特別警報は、「大雨特別警報（土砂災

害）」として発表される。浸水警報の警報事項を

含めて行われる気象特別警報は、「大雨特別警報

（浸水害）」として発表する。 

 

 

 

神戸地方気象台情報に

よる修正のため 

第 2編 

第 3章 

  第 2 

（P152） 

３ 大地震発生後の大雨警報・注意報及び洪水警

報・注意報の暫定基準 

 
※ 市町の震度は震度観測点（複数設置されている場合は

震度の大きい方）の震度による。 
 
 

（削除） 

 

神戸地方気象台情報に

よる修正のため 

第 2編 

第 3章 

  第 2 

（P152） 

４ 特別警報 ３ 特別警報 前項削除による項番繰

り上げのため 

 

警報・注意報の名称 適用対象の基準の名称 
震度５強を観測した 

市町に適用する基準値 

震度６弱以上を観測した 

市町に適用する基準値 

大雨警報（浸水害） 雨量基準 8 割 6 割 

大雨警報（土砂災害） 土壌雨量指数基準 8 割 7 割 

大雨注意報 雨量基準 8 割 6 割 

土壌雨量指数基準 8 割 7 割 

洪水警報・注意報 雨量基準 8 割 6 割 

流域雨量指数基準 8 割 7 割 

複合基準の雨量部分 8 割 6 割 

複合基準の流域雨量指数部分 8 割 7 割 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P154） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 関係機関の連絡先一覧表 

 ■ 佐用町主要公共施設連絡先一覧表 

 （マ 16別表 3<2>） 

（修正箇所のみ） 

 

１ 関係機関の連絡先一覧表 

 ■ 佐用町主要公共施設連絡先一覧表 

 （マ 16別表 3<2>） 

（修正箇所のみ） 

 

施設統廃合による変更

のため 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P155-P156） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 県・自衛隊・地方公共団体・指定地方行政機関連

絡先一覧表 

 （マ 2） 

（修正箇所のみ） 

 

■ 県・自衛隊・地方公共団体・指定地方行政機関連

絡先一覧表 

 （マ 2） 

（修正箇所のみ） 

 

組織名変更および電話

番号修正のため 

No 連絡機関 担当課 電話番号 ＦＡＸ 備 考 

 15 上月文化会館 上月支所 0790-86-1153 0790-86-0375  

 27 三日月地域交流ｾﾝﾀｰ 三日月支所 0790-79-2001   

 

No 連絡機関 担当課 電話番号 ＦＡＸ 備 考 

 
15 

上月地域交流センタ

ー（支所） 
上月支所 0790-86-1153   

 
27 

三日月地域交流ｾﾝﾀｰ

（支所） 
三日月支所 0790-79-2001   

 

陸上自衛隊姫路駐屯地第 3 特科隊第 2中隊 

・時間内 

・時間外 

 

TEL(079)222－4001 

内線 238・650 FAX 239 

TEL(079)222－4001 

内線 302 FAX 398 

衛星回線 

717-984-31～33 

（当直司令） 

 

 

連絡機関 電話番号（ＦＡＸ） 備 考 

 

たつの市危機管理課 
TEL(0791)64－3219 

FAX(0791)63－3788 

衛星回線 

717-211-52 

美作市総務課 
TEL(0868)72－0931 

FAX(0868)72－6367 

衛星回線 

717-033-101-6422-200 

 神戸地方気象台 

平時（業務課） 

状況等の確認（観測予報課） 

TEL(078)222－8908 

FAX(078)222－8942 

TEL(078)222－8916 

 

衛星電話 

717-982-33 

 

連絡機関 電話番号（ＦＡＸ） 備 考 

 陸上自衛隊中部方面特科連隊第３科 

・時間内 

・時間外 

 

TEL(079)222－4001 

内線 238・650 FAX 239 

TEL(079)222－4001 

内線 302 FAX 398 

衛星回線 

717-984-31～33 

（当直司令） 

 

 たつの市危機管理監危機管理課 
TEL(0791)64－3219 

FAX(0791)63－3788 

衛星回線 

717-211-52 

美作市総務部危機管理室 
TEL(0868)72－0931 

FAX(0868)72－6367 

衛星回線 

717-033-101-6422-200 

 神戸地方気象台 

平時（業務課） 

状況等の確認（観測予報課） 

TEL(078)222－8907 

 

衛星電話 

717-982-33 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P156） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 指定公共機関・指定地方公共機関等連絡先一覧

表 

 （マ 2） 

（修正箇所のみ） 

 

■ 指定公共機関・指定地方公共機関等連絡先一覧

表 

 （マ 2） 

（修正箇所のみ） 

組織名変更および電話

番号修正のため 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P156-P157） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 報道機関連絡先一覧表 

 （マ 37） 

（修正箇所のみ） 

■ 報道機関連絡先一覧表 

 （マ 37） 

（修正箇所のみ） 

組織名・連絡先変更の

ため 

1 
関西電力送配電株式会社兵庫支社

（姫路） 
0800-777-3081 079-227-0615  

2 
西日本電信電話株式会社 

兵庫支店災害対策室 
078-393-9440 078-326-7363  

 

No 会社名 電話番号 ＦＡＸ 備 考 

 

10 
西日本高速 

道路株式会社 

福崎高速道路事務

所 
0790-22-4903 0790-22-4918  

津山高速道路事務

所 
0868-26-2181 0868-26-6923  

佐用料金所 0790-82-3237   

 

No 会社名 電話番号 ＦＡＸ 備 考 

 
1 

関西電力送配電株式会社姫路本部統

括グループ 
0800-777-3081 079-227-0615  

2 
西日本電信電話株式会社 

兵庫支店設備部災害対策室 
078-393-9440 078-326-7363  

 

10 
西日本高速 

道路株式会社 

関西支社福崎高速

道路事務所 
0790-22-4903 0790-22-4918  

中国支社津山高速

道路事務所 
0868-26-2181 0868-26-6923  

佐用料金所 0790-82-3914   

 

神戸新聞佐用支局 0790-82-2459 0790-82-2685  

神戸新聞姫路支局 079-281-1125 079-281-9277  

朝日新聞相生支局 0791-22-0345 0791-22-8225  

 産経新聞姫路支局 079-224-5551  079-226-3191  

 毎日新聞相生通信部 0791-22-0541 0791-22-1804  

 大阪放送 06-6577-1321 06-6577-1320  

 サンテレビ報道制作局 078-303-3168 078-303-3158  

ＭＢＳ毎日放送 078-332-2841 078-332-1751  

毎日放送報道局 06-6359-3555 06-6359-3559  

毎日放送ラジオ局 06-6359-3527 06-6359-3528  

朝日放送編成本部報道局 06-6457-5321 06-6458-1241  

朝日放送神戸支局 078-331-4144 078-391-4530  

関西テレビ 06-6314-8888 06-6361-1234  

 兵庫エフエム放送 078-322-1003 078-322-1008  

 

会社名 電話番号 ＦＡＸ番号 備考 

 

会社名 電話番号 ＦＡＸ番号 備考 

 神戸新聞宍粟・佐用支局 0790-62-0775 0790-62-9800  

神戸新聞姫路本社 079-281-1125 079-281-9277  

    

 産経新聞神戸総局 078-351-1771 078-361-3001  

     

     

 サンテレビ社会報道部 078-360-0343 078-360-0341  

    

毎日放送編集部番組センター 06-6377-4268 06-6359-3571  

毎日放送編集部ラジオ報道 06-6375-7528 06-6359-3528  

朝日放送テレビ 06-6451-1104 06-6458-1241  

朝日放送ラジオ 080-8307-4056 06-6451-1000  

    

 ラジオ関西コンテンツ局 078-362-7376 078-362-7400  

 兵庫エフエム放送 078-322-1003 078-322-1001  
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P160） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 児童福祉施設連絡先一覧表 

 （下線のある施設は、浸水想定区域等なし）（マ 14

別表 1） 

（修正箇所のみ） 

 

■ 児童福祉施設連絡先一覧表 

 （下線のある施設は、浸水想定区域等なし）（マ 14

別表 1） 

（修正箇所のみ） 

 

施設名追加・削除のた

め 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P161） 

 

 

 

 

 

 

 

■ 介護保険施設連絡先一覧表 

 （下線のある施設は、浸水想定区域等なし）（マ 14

別表 1） 

（修正箇所のみ） 

■ 介護保険施設連絡先一覧表 

 （下線のある施設は、浸水想定区域等なし）（マ 14

別表 1） 

（修正箇所のみ） 

（削除） 

施設一覧変更のため 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P163） 

 

 

 

 

 

■ 教育施設連絡先一覧表 

（修正箇所のみ） 

■ 教育施設連絡先一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

佐用小学校の「浸水想

定区域等」変更のため 

尾崎病院内託児所 ※ 上三河 141-4 77-0221 77-0224 土砂災害警戒区域 

 

施 設 名 所在地 電話番号 
ＦＡＸ番

号 
浸水想定区域等 

 

施 設 名 所在地 電話番号 
ＦＡＸ番

号 
浸水想定区域等 

 合同会社てん 

親子のがっこう 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

家内 42 
090-5691-

9639 
 土砂災害警戒区域 

 

いこいの家三河【休止】 

・小規模多機能型居宅介護 
上三河 127 77-0960 77-0960 土砂災害警戒区域 

 

施 設 名 所在地 電話番号 
ＦＡＸ番

号 
浸水想定区域等 

 

施 設 名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 浸水想定区域等 

佐用中学校 本位田乙 104 番地 5 82-2102 82-3806 土砂災害警戒区域 

佐用小学校 佐用 287 番地 82-2824 82-2825 崩落土砂流出危険区域 

 

施 設 名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 浸水想定区域等 

佐用中学校 本位田乙 104 番地 5 82-2102 82-3806 土砂災害警戒区域 

佐用小学校 佐用 287 番地 82-2824 82-2825  
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P167） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 下水道関係 

（修正箇所のみ） 

■ 下水道関係 

（修正箇所のみ） 

 

組織名等変更のため 

第 2編 

第 3章 

  第 3 

（P184） 

 

 

 

 

 

17 異常気象時の通行規制・排水機場・水門図 

 （建設農林対策部）（マ 16 別図 2） 

（図面全て） 

 

17 異常気象時の通行規制・排水機場・水門図 

 （建設農林対策部）（マ 16 別図 2） 

図面全面修正（佐用町地域防災計画（資料編）

P184 参照） 

 

県担当部局情報による

修正のため 

番号 名  称 担当者等 電話番号 FAX 番号 備考 

1 
兵庫県県土整備部土木

局下水道課 
 078-362-3557 078-362-4282 下水道 

2 

日本下水道事業団 
（近畿・中国総合事務

所） 
 06-6886-2218 06-6886-2210 

下水道 
(電気設備) 

3 
財）兵庫県まちづくり 
技術センター 

 078-367-1230 078-367-1232 
下水道 

(電気設備) 

4 
光都土地改良事務所 
農村計画課 

 0791-58-2324 0791-58-2218 農集排 

5 
兵庫県土地改良事業団

体連合会 
 078-341-0689 078-341-0787 農集排 

6 
兵庫県農政環境部 
環境管理局環境整備課 

 078-362-9089 078-362-4189 
コミプラ 
合併浄化槽 

 

番号 名  称 
担当者

等 
電話番号 FAX 番号 備考 

1 兵庫県土木部下水道課  078-362-3557 078-362-4282 下水道 

2 

地方共同法人日本下水道

事業団 
（近畿・中国総合事務所） 

 06-4977-2504 06-4977-2523 
下水道 

(電気設備) 

3 
公益財団法人兵庫県まち

づくり技術センター 
 078-367-1230 078-367-1232 

下水道 
(電気設備) 

4 
光都土地改良センター 
農村計画課 

 0791-58-2214 0791-58-2324 農集排 

5 
兵庫県土地改良事業団体

連合会 
 078-341-0689 078-341-0787 農集排 

6 
兵庫県 
環境管理部環境整備課 

 078-362-3279 078-362-4189 
コミプラ 
合併浄化槽 

 



12 
 

項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 3章 

  第 4 

（P204） 

11 調査事項・担当・報告先一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

11 調査事項・担当・報告先一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

組織名変更のため 

下水道施設の被害・復旧状況 町（上下水道対策部） 

県土木局下水道課 

県光都土地改良センター 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

調査事項 調査担当 報告先 

 ライフライン被害・復旧状況 ＮＴＴ西日本、関西電力送配電 
県本部事務局（企画県民部災害対策課） 

町（統括部） 

 ボランティア活動状況 
町社会福祉協議会 

→（医療健康対策部） 

県民局県民室県民協働課 

町（統括部） 

廃棄物処理施設 

（し尿処理施設含む）の被害 

町（生活対策部） 

→（総務対策部） 

県民局県民室環境課 

町（統括部） 

 
商工業被害 

商工会議所、各事業所・関係団

体 

→町（生活対策部） 

県産業構造政策担当 

町（総務対策部）→（統括部） 

 農地・農業用施設被害 町（建設農林対策部） 
土地改良事務所等 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

道路の不通状況 

町 道 町（建設農林対策部） 
県光都土木事務所 

→ 町（総務対策部）→（統括部） 

その他 各道路管理者 

県土木局道路保全課 

町（建設農林対策部）→ （総務対策部）

→ （統括部） 

 鉄道の不通状況 
ＪＲ西日本、智頭急行 

→町（総務対策部） 

県土企画局交通政策課 

 町（統括部） 

公営住宅関係被害 町（生活対策部） 

県光都土木事務所 

県土整備部公営住宅課 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

調査事項 調査担当 報告先 

 ライフライン被害・復旧状況 ＮＴＴ西日本、関西電力送配電 
県本部事務局（危機管理部災害対策課）

町（統括部） 

 ボランティア活動状況 
町社会福祉協議会 

→（医療健康対策部） 

県民局県民躍動室県民課 

町（統括部） 

廃棄物処理施設 

（し尿処理施設含む）の被害 

町（生活対策部） 

→（総務対策部） 

県民局県民躍動室環境課 

町（統括部） 

 
商工業被害 

商工会議所、各事業所・関係団

体 

→町（生活対策部） 

県産産業労働部地域経済課 

町（総務対策部）→（統括部） 

 農地・農業用施設被害 町（建設農林対策部） 
県光都土地改良センター等 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

道路の不通状況 

町 道 町（建設農林対策部） 
県光都土木事務所 

→ 町（総務対策部）→（統括部） 

その他 各道路管理者 

県土木部道路保全課 

町（建設農林対策部）→ （総務対策部）

→ （統括部） 

鉄道の不通状況 
ＪＲ西日本、智頭急行 

→町（総務対策部） 

県土木部交通政策課 

 町（統括部） 

公営住宅関係被害 町（生活対策部） 

県光都土木事務所 

まちづくり部公営住宅管理課 

町（総務対策部）→（統括部） 

 
下水道施設の被害・復旧状況 町（上下水道対策部） 

県土木部下水道課 

県光都土地改良センター 

町（総務対策部）→（統括部） 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 4章 

  第 1 

（P222） 

１ 消防団の組織概要等 

◇ 令和 4年 4月 1日現在（マ 51） 

１ 団員数：条例定数（850 人）、実員数（798人） 

２ ポンプ：ポンプ自動車（7台）、小型動力ポン

プ付積載車（44台） 

３ 無線機：車載無線機（53 台）、携帯無線機（39

台） 

４ 階級別人員：団長（1人）、専任副団長（1 

人）、副団長（8人）、分団長（ 42 人）、副分 

団長（68人）、部長（86 人）、班長（101

人）、団員（492 人） 

１ 消防団の組織概要等 

◇ 令和 6年 4月 1 日現在（マ 51） 

１ 団員数：条例定数（750 人）、実員数（703 人） 

２ ポンプ：ポンプ自動車（7台）、小型動力ポン 

  プ付積載車（44 台） 

３ 無 線 機：車載無線機（53 台）、携帯無線機（39

台） 

４ 階級別人員：団長（1人）、専任副団長（1 

人）、副団長（8人）、分団長（ 42 人）、副分 

団長（66人）、部長（86人）、班長（91 

人）、団員（408 人） 

 

時点修正のため 

第 2編 

第 6章 

  第 1 

（P233-P234） 

災害時等応援協定締結一覧表（マ 45） 

（修正箇所のみ） 

災害時等応援協定締結一覧表（マ 45） 

（修正箇所のみ） 

・組織名変更のため 

・締結相手先の自治体

数に佐用町を含めてい

たため 

・新たに協定締結を行

ったため 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 

1 H8.7.1 
兵庫・岡山両県境隣接市町村間における災害

応急対策活動の相互応援に関する協定 
災害 

兵庫県 2 市 2 町 

岡山県 2 市 1 村 

2 H18.3.27 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 災害 西播磨地域 5 市 6 町 

3 H24.8.30 播磨広域防災連携協定 災害 播磨地域 12 市 9 町 

 7 H18.12.1 生活物資の確保及び供給に関する協定 災害 マックスバリュ西日本 

 
12 H24.3.8 災害時等における相互協力に関する協定 災害 

西日本高速道路株式会社 
関西支社福崎管理事務所 
中国支社津山高速道路事務所 

13 H24.3.30 災害時における施設使用に関する協定 災害 
西日本電信電話株式会社兵庫支店 

株式会社ＮＴＴ西日本－兵庫 

 14 H24.5.9 災害に係る情報発信等に関する協定 災害 ヤフー株式会社 

 
17 H25.5.31 

播磨広域連携協議会と日本郵便株式会社 

との連携・協力に関する協定 
災害 

播磨地域の 12 市 9 町 

日本郵便株式会社 

 
32 R4.3.16 

災害時における道路啓開や電気設備等の

復旧に係る相互連携・協力に関する覚書 
災害 

関西電力送配電株式会社兵庫

支社 

 

No 締結年月日 応援協定・覚書名称 区分 締結相手先 

1 H8.7.1 
兵庫・岡山両県境隣接市町村間における災害

応急対策活動の相互応援に関する協定 
災害 

兵庫県 2 市 1 町 

岡山県 2 市 1 村 

2 H18.3.27 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 災害 西播磨地域 5 市 5 町 

3 H24.8.30 播磨広域防災連携協定 災害 播磨地域 13 市 8 町 

 
7 H18.12.1 生活物資の確保及び供給に関する協定 災害 

マックスバリュ西日本株式会社 
(現：株式会社フジ) 

 

17 H25.5.31 
播磨広域連携協議会と日本郵便株式会社 

との連携・協力に関する協定 
災害 日本郵便株式会社 

 
32 R4.3.16 

災害時における道路啓開や電気設備等の

復旧に係る相互連携・協力に関する覚書 
災害 

関西電力送配電株式会社兵庫

支社(現:姫路本部) 

33 R6.2.14 災害時における支援協力に関する協定 災害 兵庫県石油商業組合 

34 R6.4.4 
災害時における被災者相談業務の実施に関

する協定 
災害 兵庫県司法書士会 

 

12 H24.3.8 災害時等における相互協力に関する協定 災害 

西日本高速道路株式会社 
関西支社福崎管理事務所 
(現:福崎高速道路事務所) 
中国支社津山高速道路事務所 

13 H24.3.30 災害時における施設使用に関する協定 災害 西日本電信電話株式会社兵庫支店 

14 H24.5.9 災害に係る情報発信等に関する協定 災害 
ヤフー株式会社 
(現:ＬＩＮＥヤフー株式会社) 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 6章 

  第 2 

（P326-P328） 

 33 災害時における支援協力に関する協定 

（別添本計画（資料編）素案 P326-P328 参照） 

協定追加のため 

第 2編 

第 6章 

  第 2 

（P329-P330） 

 34 災害時における被災者相談業務の実施に関する

協定書 

（別添本計画（資料編）素案 P329-P330 参照） 

協定追加のため 

第 2編 

第 6章 

  第 3 

（P336-P337） 

５ 県への要請事項・担当・要請先一覧表  

 （マ 45－別表 1） 

（修正箇所のみ） 

５ 県への要請事項・担当・要請先一覧表  

 （マ 45－別表 1） 

（修正箇所のみ） 

組織名変更のため 

要請事項 要請元 要請先 

 ガレキ処理対策、ごみ処理対

策、し尿処理対策 
町（生活対策部） 

県民局県民室 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

血液の安定供給 

町（医療健康対策部） 
県薬務課 

町（総務対策部）→（統括部） 

各医療機関 赤十字血液センター 

 
非常災害用木材の調達・あっせ

ん 
町（建設農林対策部） 

県民局地域振興部 

農林（水産）振興事務所 

町（総務対策部）→（統括部） 

 
応急仮設住宅の建設支援 町（生活対策部） 

県民局土木事務所 

町（生活対策部）→（総務対策部） 

→（統括部） 

公営住宅の一時入居 町（生活対策部） 

県民局土木事務所 

町（生活対策部）→（総務対策部） 

→（統括部） 

飲料水の供給、給水車の派遣、

水道復旧工事に関する人材派

遣 

町（上下水道対策部） 
県生活衛生課水道係 

町（総務対策部）→（統括部） 

下水道復旧工事に関する人材

派遣 
町（上下水道対策部） 

県土木局下水道課（下水） 

県土地改良事業団（農集） 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

要請事項 要請元 要請先 

 ガレキ処理対策、ごみ処理対

策、し尿処理対策 
町（生活対策部） 

県民局県民躍動室 

町（総務対策部）→（統括部） 

 

血液の安定供給 

町（医療健康対策部） 
県薬務課 

町（総務対策部）→（統括部） 

各医療機関 県赤十字血液センター 

 非常災害用木材の調達・あっせ

ん 
町（建設農林対策部） 

県光都農林振興事務所 

町（総務対策部）→（統括部） 

 
応急仮設住宅の建設支援 町（生活対策部） 

県光都土木事務所 

町（生活対策部）→（総務対策部） 

→（統括部） 

公営住宅の一時入居 町（生活対策部） 

県光都土木事務所 

町（生活対策部）→（総務対策部） 

→（統括部） 

飲料水の供給、給水車の派遣、

水道復旧工事に関する人材派

遣 

町（上下水道対策部） 
県生活衛生課水道班 

町（総務対策部）→（統括部） 

下水道復旧工事に関する人材

派遣 
町（上下水道対策部） 

県土木部下水道課（下水） 

県土地改良事業団（農集） 

町（総務対策部）→（統括部） 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 7章 

  第 1 

（P340） 

２ 災害救助法の適用基準 

 （マ 53） 

（修正箇所のみ） 

 

(1)佐用町の区域内での被害 

 住家の滅失世帯数が 50 世帯以上（災害救助法施行 

令第 1条第 1項第 1号） 

(2)県の区域内での被害 

 

(3)多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受け

るおそれが生じた場合であって、次のいずれかに

該当する被害（災害救助法施行令第 1条第 1項第

4 号） 

２ 災害救助法の適用基準 

 （マ 53） 

（修正箇所のみ） 

(1) 災害が発生した段階の適用（法第２条第１項） 

①佐用町の区域内での被害 

 住家の滅失世帯数が 50 世帯以上（災害救助法施行 

令第 1条第 1 項第 1 号） 

② 県の区域内での被害 

 

③多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受け 

るおそれが生じた場合であって、次のいずれかに 

該当する被害（災害救助法施行令第 1 条第 1項第 

4 号） 

 

(2)災害が発生するおそれ段階の適用（法第２条第２

項） 

災害が発生するおそれがある場合において、国が災

害対策基本法に基づく災害対策本部を設置し、町が被

害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする場合 

 

制度変更のため 

第 2編 

第 7章 

  第 1 

（P340-P341） 

３ 実施項目一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

３ 実施項目一覧表 

（修正箇所のみ） 

 
災害が発生するおそれがある段階の救助の種類は

避難所の供与とする。（要配慮者等の避難の輸送・

賃金職員等雇上げを含む） 

 

制度変更のため 

第 2編 

第 7章 

  第 1 

（P342-P347） 

４ 実施項目の基準 

（一覧表全て） 

４ 実施項目の基準 

一覧表修正（別添「佐用町地域防災計画（資料

編）」P342-P347 掲載） 

制度変更のため 

実施項目 実施期間 町の担当 

 
被災者の救出 3日以内 ●西はりま消防組合 

住宅の応急修理 1ヶ月以内 生活対策部 

 

応急仮設住宅の供与 着工から 20 日以内 生活対策部 

 被災者の救出 ３日(72 時間)以内 ●西はりま消防組合

住宅の応急修理 ３ヶ月以内 生活対策部 

 

応急仮設住宅の供与 20 日以内に着工 生活対策部 

 

実施項目 実施期間 町の担当 

 



16 
 

項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 7章 

  第 2 

（P353） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定緊急避難所及び指定避難所一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

１ 指定緊急避難所及び指定避難所一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

佐用小学校体育館の備

考欄変更のため 

第 2編 

第 7章 

  第 2 

（P354） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他公共施設一覧表 

（修正箇所のみ） 
２ その他公共施設一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

施設統廃合のため 

地域 公共施設名 所在地 電話番号 
収容人員

(人) 注 1 

備蓄

物資 
備考 

佐用 

佐用小学校体育館 佐 用 82-2824    235 ○ 
町民プール含む 

崩壊土砂流出危険区域 

利神体育館 口長谷 83-2100    220 ○  

江川体育館 豊 福 84-0002    198 ○ 土砂災害警戒区域 

 

地域 公共施設名 所在地 電話番号 
収容人員

(人) 注 1 

備蓄

物資 
備考 

佐用 

佐用小学校体育館 佐 用 82-2824    235 ○ 
町民プール含む 

 

利神体育館 口長谷 83-2100    220 ○  

江川体育館 豊 福 84-0002    198 ○ 土砂災害警戒区域 

 

上 月 

上月中学校体育館 上 月 86-0027    278   

上 月 文 化 会 館 上 月 86-1153    88  
浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

上 月 体 育 館 上 月 86-0441    547  浸水想定区域 

上 月 歴 史 資 料 館 上 月 86-1616    86 注 2  
浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

笹 ヶ 丘 荘 円光寺 88-0149    181  山腹崩落危険区域 

 

三日月 

三 日 月 小 学 校 乃井野 79-2021    173  
土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 

三日月地域交流センター 三日月 79- 2001    69 ○ 土砂災害警戒区域 

ふれあいの里三日月 下本郷 79-3392    44 ○ 山腹崩落危険区域 

ほ っ と ち ゃ ん 南 広     48 ○  

 

地 域 公 共 施 設 名 所在地 電話番号 収容人員(人) 注 1 備蓄物資 備 考 

 

地 域 公 共 施 設 名 所在地 電話番号 収容人員(人) 注 1 備蓄物資 備 考 

 

三日月 

三 日 月 小 学 校 乃井野 79-2021    173  
土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 

三日月地域交流セン

ター（支所） 
三日月 79- 2001    69 ○ 土砂災害警戒区域 

ふれあいの里三日月 下本郷 79-2994    44 ○ 山腹崩落危険区域 

ほ っ と ち ゃ ん 南 広     48 ○  

 

上 月 

上月中学校体育館 上 月 86-0027    278   

上月地域交流センタ

ー（支所） 
上 月 86-1153 133  

浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

上 月 体 育 館 上 月 86-0441    547  浸水想定区域 

上 月 歴 史 資 料 館 上 月 86-1616    86 注 2  
浸水想定区域 

土砂災害警戒区域 

笹 ヶ 丘 荘 円光寺 88-0149    181  山腹崩落危険区域 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 7章 

  第 5 

（P379） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 生活救済等状況一覧表（医療健康対策部関係） 

（マ 15-様式 30-2） 

（修正箇所のみ） 

９ 生活救済等状況一覧表（医療健康対策部関係） 

（マ 15-様式 30-2） 

（修正箇所のみ） 

 

項目の追加のため 

第 2編 

第 7章 

  第 6 

（P380） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 観光・宿泊施設連絡一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

１ 観光・宿泊施設連絡一覧表 

（修正箇所のみ） 

 

施設変更のため 

項   目 内   容 

 

・巡回栄養相談 

 月 日 時 分、場所             
件数    
（内容） 
 
 

 

項   目 内   容 

 

・巡回栄養相談 

 月 日 時 分、場所             
件数    
（内容） 
 
 

・巡回歯科健康相談 

月 日 時 分、場所             
件数    
（内容） 
 

 

名   称 住   所 電話番号 ＦＡＸ番号 

 17 河内屋旅館 佐用町平福 726 83-2595  

18 ゆう・あい・いしい 佐用町上石井 764-1 85-0100 85-0391 

19 壱本松 佐用町早瀬 862 86-0336  

20 笹ヶ丘荘 佐用町円光寺 423-11 88-0149 88-1149 

21 民宿若鮎荘 佐用町下徳久 1034 78-0048  

22 しずの屋 佐用町船越 112-1 77-0519  

23 南光自然観察村 佐用町船越 222 77-0160 77-0160 

24 コバコ Work&Camp 佐用町佐用 2828-10 65-9637  

25 glaminkaSAYO 佐用町若洲 568-1   

26 NIPPONIA 平福宿場町 佐用町平福 697-1 090-3053-0700  

27 佐用町商工会 佐用町佐用 3043-1 82-2218  82-3386 

 

名   称 住   所 電話番号 ＦＡＸ番号 

 17 壱本松 佐用町早瀬 862 86-0336  

18 笹ヶ丘荘 佐用町円光寺 423-11 88-0149 88-1149 

19 民宿若鮎荘 佐用町下徳久 1034 78-0048  

20 しずの屋 佐用町船越 112-1 77-0519  

21 南光自然観察村 佐用町船越 222 77-0160 77-0160 

22 コバコ Work&Camp 佐用町佐用 2828-10 65-9637  

23 glaminkaSAYO 佐用町若洲 568-1   

24 NIPPONIA 平福宿場町 佐用町平福 697-1 090-3053-0700  

25 ゲストハウス道満 佐用町金屋 432 86-1123 87-0839 

26 GH 朝霧 Echoes 佐用町奥長谷 486 090-5907-7641  

27 みつやまの里 佐用町福吉 538 71-0538  

28 
昭和レトロな一棟貸し古民家

宗野邸 
佐用町下徳久 903-10 090-8068-6518 0868-38-1067 

29 佐用町商工会 佐用町佐用 3043-1 82-2218  82-3386 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 7章 

  第 7 

（P382） 

 

 

 

１ 上水道施設位置図 
 （マ 17-資料 1） 

（全て） 

１ 簡易水道施設位置図 
 （マ 17-資料 1） 

 図面更新（別添「佐用町地域防災計画（資料

編）」Ｐ382 参照） 

 

事業名変更のため 

第 2編 

第 7章 

  第 7 

（P387） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 佐用町上水道及び簡易水道給水エリア 

 （マ 64-別表 2） 

（修正箇所のみ） 

６ 佐用町簡易水道給水エリア 

 （マ 64-別表 2） 

（修正箇所のみ） 

 

事業名・エリア変更の

ため 

第 2編 

第 7章 

  第 7 

（P392） 

 

 

11 指定給水装置工事事業者一覧表 

 （マ 84-別表 1） 

（全て） 

11 指定給水装置工事事業者一覧表 

 （マ 84-別表 1） 

一覧表更新（（別添「佐用町地域防災計画（資料編）」

P392 掲載） 

 

時点修正のため 

第 2編 

第 7章 

  第 8 

（P431） 

 

 

18 感染症の正しい知識  

 （マ 70-別紙 1） 

（修正箇所のみ） 
■ 健康福祉課健康増進室 0790－87－8020 

18 感染症の正しい知識  

 （マ 70-別紙 1） 

（修正箇所のみ） 
■ 健康福祉課健康増進室 0790－82－0661 

 

電話番号変更のため 

名  称 区   域 

上月上水道 福吉、本郷、大垣内、皆田、南中山、来見、田和、才金、金子、桜山、

金屋、力万、須安、宇根、樫ケ渕、越田和、判官、稗田、久木原、小日

山、目高、寄延、上上月、中上月、下上月、仁位、早瀬 1、早瀬 2、家内、

久崎、櫛田、円光寺、下秋里、上秋里、西新宿、大日山、小赤松、大酒 

 奥海簡易水道 奥海地区 

 

名  称 区   域 

上月簡易水道 福吉、本郷、大垣内、皆田、南中山、来見、田和、才金、金子、桜山、金屋、

力万、須安、宇根、樫ケ渕、越田和、判官、稗田、久木原、小日山、目高、寄

延、上上月、中上月、下上月、仁位、早瀬 1、早瀬 2、家内、久崎、櫛田、円

光寺、下秋里、上秋里、西新宿、大日山、小赤松、大酒、奥海 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 8章 

  第 1 

（P434） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 相談窓口担当者一覧  （マ 74-別表 1） 

（修正箇所のみ） 

（中略） 

１ 相談窓口担当者一覧  （マ 74-別表 1） 

（修正箇所のみ） 

（中略） 

組織名変更・電話番

号・業務追加のため 

第 2編 

第 9章 

  第 2 

（P439） 

２ 排水設備工事町指定工事店一覧表 

（全て） 

２ 排水設備工事町指定工事店一覧表 

一覧表更新（別添「佐用町地域防災計画（資料編）」

P439 掲載） 

時点修正のため 

第 2編 

第 10 章 

  第 1 

（P441） 

３ 緊急輸送道路一覧表 

 （マ 16－別表 4） 

（全て） 

３ 緊急輸送道路一覧表 

 （マ 16－別表 4） 

一覧表更新（別添「佐用町地域防災計画（資料

編）」P441 掲載） 
 

県担当部局情報による

修正のため 

対策部 担当課 業   務 電話・内線 担当者名 

本 部 室 

企 画防災 課 

災害救助法関係に関すること 82-0664・276  

被災者生活再建支援金に関すること ・276  

フェニックス共済に関すること   ・276  

一時転居者支援に関すること       ・276  

住宅災害復興融資利子補給に関すること       ・276  

高齢者住宅再建支援に関すること       ・276  

被災者生活復興資金貸付制度に関すること       ・276  

消防団に関すること       ・277  

情報政策課 

広報室 

さようチャンネルに関すること       ・211  

防災行政無線に関すること       ・212  

 

医 療 健 康 

対 策 部 

健康福祉 課 

災害時要援護者の支援に関すること 82-0661・154  

災害ボランティアセンターに関すること       ・155  

さよさよサービスに関すること       ・151  

医療に関すること（精神医療含む）       ・160  

避難者の体調管理に関すること       ・161  

健康対策に関すること（巡回健康相談、訪問指導、

巡回栄養相談など） 

      ・160 
 

感染症対策に関すること       ・158  

食品衛生対策に関すること       ・159  

健康対策に関すること（巡回健康相談、訪問指導、

巡回栄養相談など） 

      ・160 
 

生活救済対策に関すること（死亡弔慰金、災害障

害見舞金、災害見舞金など） 

      ・154 
 

高年介護 課 

高齢者の支援に関すること（朝霧園含む） 82-2079・164  

介護サービスの確保に関すること       ・166  

福祉避難所の運営に関すること       ・165  

介護保険料の減免に関すること       ・165  

生活救済対策に関すること など       ・165  

 

対策部 担当課 業   務 電話・内線 担当者名 

統 括 部 

企 画防災 課 

災害救助法関係に関すること 82-0664・276  

被災者生活再建支援金に関すること ・276  

フェニックス共済に関すること   ・276  

一時転居者支援に関すること       ・276  

住宅災害復興融資利子補給に関すること       ・276  

高齢者住宅再建支援に関すること       ・276  

被災者生活復興資金貸付制度に関すること       ・276  

消防団に関すること       ・277  

情報政策課 

広報室 

さようチャンネルに関すること 82-0690・211  

防災行政無線に関すること       ・212  

 

医 療 健 康 

対 策 部 

健康福祉課 

災害時要援護者の支援に関すること 82-0661・154  

災害ボランティアセンターに関すること       ・155  

さよさよサービスに関すること       ・151  

医療に関すること（精神医療含む）       ・160  

避難者の体調管理に関すること       ・161  

健康対策に関すること（巡回健康相談、訪問指導、

巡回栄養相談、巡回歯科健康相談など） 

      ・160 
 

感染症対策に関すること       ・158  

食品衛生対策に関すること       ・159  

健康対策に関すること（巡回健康相談、訪問指導、

巡回栄養相談、巡回歯科健康相談など） 

      ・160 
 

生活救済対策に関すること（死亡弔慰金、災害障

害見舞金、災害見舞金など） 

      ・154 
 

高年介護課 

高齢者の支援に関すること（朝霧園含む） 82-2079・164  

介護サービスの確保に関すること       ・166  

福祉避難所の運営に関すること       ・165  

介護保険料の減免に関すること       ・165  

生活救済対策に関すること など       ・165  
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 10 章 

  第 1 

（P442-P443） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事前通行規制区間一覧表 

 （マ 16－別表 6） 

■ 異常気象時通行規制区間の道路通行規制基準 

※ 佐用川佐用水位が避難判断水位を超え、以後も水

位上昇が見込まれるとき 

 

■ 特殊通行規制区間の道路通行規制基準 

 

５ 事前通行規制区間一覧表 

 （マ 16－別表 6） 

■ 異常気象時通行規制区間の道路通行規制基準 

※ 佐用川佐用水位が避難判断水位を超え、以後も水

位上昇が見込まれるとき 

 

■ 特殊通行規制区間の道路通行規制基準 

 

 

県担当部局情報による

修正のため 

No 路線名 

規制区間 

（上段；自、下段；

至） 

延長 

Km 

通行注意 

連続雨量 

通行止 

連続雨量 
危険内容 迂回路 

1 国道 373 号 
佐用町上町 

佐用町大願寺 
0.7 ― ※１ 冠 水 

179 号 
下庄佐用線 
市場佐用線 

2 県道宍粟下徳久線 
佐用町字八重谷峠 

佐用町下三河 
1.6 ― 

12 時間連続雨量 

100 
落 石 

179 号 

千種新宮線 

3 県道宮原力万線 
佐用町才金 

佐用町才金 
1.2 ― 

12 時間連続雨量 

100 
〃 

市場佐用線 

才金宗行線 

4 県道市場佐用線 
佐用町住中 

佐用町延吉 
4.5 ― 

12 時間連続雨量 

100 
〃 

373 号 

上福原佐用線 

5 県道下庄佐用線 
佐用町東中山 

佐用町豊福 
4.7 ― 

12 時間連続雨量 

100 
〃 373 号 

6 県道吉永下徳久線 
佐用町西新宿 

佐用町上秋里 
3.5 

実行雨量(T=12h) 

100 

実行雨量(T=12h) 

150 
〃 

小日山大日山線 

松山秋里線 

7 県道上三河平福線 
佐用町上三河 

佐用町海内 
2.8 ― 

12 時間連続雨量 

100 
〃 

373 号 
宍粟下徳久線 
若宮下三河線 

 

No 路線名 

規制区間 

（上段；自、下段；

至） 

延長 

Km 

規制条件 

（通行止） 
危険内容 迂回路 

8 国道 179 号 
佐用町林崎 

佐用町下徳久 
0.3 

現地状況により危険

を察知したとき 
冠 水 

吉永下徳久線

宍粟下徳久線

9 国道 179 号 
佐用町佐用 

佐用町上月 
4.5 

現地状況により危険

を察知したとき 
〃 

上福原佐用線

宮原力万線

10 国道 373 号 
佐用町大酒 

佐用町上月 
6.3 

現地状況により危険

を察知したとき 
〃 

上郡末広線

179 号 

11 県道宍粟下徳久線 
佐用町字下三河 

佐用町字萩原 
1.8 

現地状況により危険

を察知したとき 

落 石 

土砂崩壊 

179 号 

千種新宮線

12 県道若桜下三河線 
佐用町名目津和 

佐用町船越 
1.8 

現地状況により危険

を察知したとき 

冠水落石 

土砂崩壊 

429 号 
宍粟下徳久線
千種新宮線

13 県道吉永下徳久線 
佐用町下秋里 

佐用町円光寺 
1.0 

現地状況により危険

を察知したとき 
冠 水 

小日山大日山線

松山秋里線

14 県道吉永下徳久線 
佐用町久崎 

佐用町米田 
5.2 

現地状況により危険

を察知したとき 
〃 

179 号 
373 号 

上郡末広線

15 県道後山上石井線 
佐用町奥海 

佐用町上石井 
8.9 

現地状況により危険

を察知したとき 

冠 水 

落 石 

373 号 

429 号 

 

No 路線名 

規制区間 

（上段；自、下段；

至） 

延長 

Km 

通行注意 

連続雨量 

通行止 

連続雨量 
危険内容 迂回路 

1 国道 373 号 
佐用町上町 

佐用町大願寺 
0.7 ― ※１ 冠 水 

179 号 
下庄佐用線 
市場佐用線 

2 県道宮原力万線 
佐用町才金 

佐用町才金 
1.2 ― 

12時間連続雨量 

100 
落 石 

市場佐用線 

才金宗行線 

3 県道市場佐用線 
佐用町淀 

佐用町豊福 
2.4 ― 

12時間連続雨量 

100 
〃 

373 号 

上福原佐用線 

4 県道下庄佐用線 
佐用町東中山 

佐用町豊福 
4.7 ― 

12時間連続雨量 

100 
〃 373 号 

5 県道吉永下徳久線 
佐用町西新宿 

佐用町上秋里 
3.5 

実行雨量(T=12h) 

100 

実行雨量(T=12h) 

150 
〃 

小日山大日山線 

松山秋里線 

6 県道上三河平福線 
佐用町上三河 

佐用町海内 
2.8 ― 

12時間連続雨量 

100 
〃 

373 号 
宍粟下徳久線 
若宮下三河線 

 

No 路線名 

規制区間 

（上段；自、下段；

至） 

延長 

Km 

規制条件 

（通行止） 
危険内容 迂回路 

7 国道 179 号 
佐用町佐用 

佐用町上月 
4.5 

現地状況により危険

を察知したとき 
冠 水 

上福原佐用線 

宮原力万線 

8 国道 373 号 
佐用町大酒 

佐用町上月 
6.3 

現地状況により危険

を察知したとき 
〃 

上郡末広線 

179 号 

9 県道宍粟下徳久線 
佐用町字下三河 

佐用町字萩原 
1.8 

現地状況により危険

を察知したとき 

落 石 

土砂崩壊 

179 号 

千種新宮線 

10 県道若桜下三河線 
佐用町名目津和 

佐用町船越 
1.8 

現地状況により危険

を察知したとき 

冠水落石 

土砂崩壊 

429 号 
宍粟下徳久線 
千種新宮線 

11 県道吉永下徳久線 
佐用町下秋里 

佐用町円光寺 
1.0 

現地状況により危険

を察知したとき 
冠 水 

小日山大日山線 

松山秋里線 

12 県道吉永下徳久線 
佐用町久崎 

佐用町米田 
5.2 

現地状況により危険

を察知したとき 
〃 

179 号 
373 号 

上郡末広線 

13 県道後山上石井線 
佐用町奥海 

佐用町上石井 
8.9 

現地状況により危険

を察知したとき 

冠 水 

落 石 

373 号 

429 号 
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項 修正前 修正後 主な理由等 

第 2編 

第 11 章 

  第 1 

（P447） 

１ 廃棄物処理に関する連絡網 

（マ 46－別紙 2） 

（全て） 

１ 廃棄物処理に関する連絡網 

（マ 46－別紙 2） 

一覧表更新（別添「佐用町地域防災計画（資料編）」

P447 掲載） 

 

現在の組織を追記した

ため 

第 2編 

第 11 章 

  第 1 

（P448） 

２ 兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定

（応援体制組織図） 

（マ 46－別図 1） 

（全て） 

２ 兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定

（応援体制組織図） 

（マ 46－別図 1） 

組織図更新（別添「佐用町地域防災計画（資料編）」

P448 掲載） 

 

組織名変更のため 

 


